
3障害者に対する就労支援の推進 (再掲・40ページ参照)

233億円(230億円)

(1)雇用率達成指導、地域の就労支援の強化等

(2)障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化

(3)障害者の職業能力開発支援の強化

(4)「工賃倍増5か年計画」の着実な推進

都道府県や事業所が行つている効果的な事業の促進、

窓口組織の整備に対する補助を行う。

78億円(81億円)

27億円(21億円)

56億円(60億円)

5億円(7.9億円)

複数の事業所による共同受注
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第8安心して働くことのできる環境整備

国民が未来に対し希望を持つて安心して働くことのできる社会の実現のため、最低賃金の

引上げの推進、ワークロライフ・バランス対策及び労働者の心身の健康確保のための対策等

を実施する。

1最低賃金の引上げ 56億円(6.6億円)

(1)最低賃金引上げに向けた中小企業への支援 (新規) 50億円

「雇用戦略対話Jにおける合意を踏まえ、労使関係者 とも調整を行いつつ、最低賃

金の引上げの円滑な実施を図るため、地域の中小企業団体に、生産性の向上等の経営

改善に取 り組む中小企業の労働条件管理などの相談等について、中小企業庁が実施す

る支援事業 と連携を図 りながら、ワン・ス トップで対応する相談窓口 (全国 167箇所 )

を設ける。

また、業種別中小企業団体が賃金底上げを図るための取組等を行 う場合に助成 (上

限 2,000万 円、15団体)を行 う。

さらに、最低賃金の引上げに先行 して、賃金を計画的に 800円 以上に引き上げ、こ

れに併せて就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備の導入等を行 う場合に助成

(1/2)を行 う (最低賃金額が 700円 以下の 34道県、約 7,500企 業を対象。 1年 当た

り40円 以上の賃金引上げなどが支給要件 )。

(2)最低賃金の遵守の徹底 5.7億円(6.6億 円)

最低賃金の引上げに伴い、各種広報媒体の活用による周知や最低賃金の履行確保上

問題があると考えられる地域、業種等の事業場を対象 として監督指導を実施すること

により、国民に最低賃金の周知・徹底を図る。

2ワーク・ライフ・バランス対策 116億円(121億円)

(1)育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備

(再掲・29ページ参照) 97億円(98億円)

61



(2)年次有給休暇の取得促進、労働時間の短縮 16億円(20億円)

労使の自主的な取組を促進するため、年次有給休暇の計画的付与制度の導入や長時

間労働の抑制等の具体的な取組方法について業種、企業の特性に応 じたコンサルティ

ングを実施するなどきめ細かな技術的援助を行 う。また、労使が話 し合つて年次有給

休暇の取得率向上に取 り組み、顕著な成果を上げた事業主への助成の充実を図るとと

もに、長時間労働が認められる事業主に対して重′点的な監督指導を行 う。

(3)短時間正社員制度の導入・定着の促進 (一部再掲・34ページ参照 )

1.5億円 (1.5億 円)

「短時間正社員制度」の導入。定着を促進するため、助成措置による支援とともに、

導入企業の具体的事例に基づくノウハウの提供等を行う。

(4)適工な労働条件下でのテレワークの推進 44百万円 (60百万円)

「テ レワーク相談センター」における相談対応や 「テ レワーク・セ ミナー」の開催

とともに、テ レワークを導入 している企業の事例を盛 り込むなどにより、適切な労働

時間管理を行 うためのマニュアルを作成 し、これ らの活用を通 じて適正な労働条件下

でのテレワークの普及促進を図る。

(5)良好な在宅就業環境の確保 42百万円 (63百万円)

良好な在宅就業環境の整備を図るため、「在宅ワークの適正な実施のためのガイ ドラ

イン」の周知を図るとともに、在宅就業者等へのスキルアップ支援等や在宅就業の伸

介機関、在宅就業者それぞれの連携等を促進する。

3労働者の健康確保対策 68億円 (56億円 )

(1)メンタルヘルス対策の推進 36億円(30億円)

メンタルヘルス不調の発生防止のため、職場におけるス トレス等の要因に対 して、

働 く方や職場において適切な対応が実施 されるようにするとともに、事業場への支援

体制の整備を行 う。また、業務上のス トレスにより精神障害に り患 した労働者への労

災認定の迅速化を図るため、労災認定の基準を見直す。

(2)職場における受動喫煙防止対策の推進 (新規)        4.3億 円

事業者による職場における受動喫煙防止に向けた取組の強化を図るとともに、効果

的な分煙対策のための技術的指導、財政的支援を実施する。
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(3)機械譲渡時における機械の危険情報の提供の推進

62百万円 (27百万円 )

機械使用事業場において機械設備のリスクアセスメントを円滑に行 うため、機械製

造者による残留リスク等の危険情報の提供の促進を図るとともに、機械製造者の取組

に対する支援を実施する。

(4)職場における化学物質管理等の推進 27億円 (26億円 )

化学物質の適切な管理を推進するため、化学物質の危険有害性情報を記載すべき物

質の拡大、 リスク管理手法の導入等を図るとともに、石綿による健康障害の防止を図

る。

4労 働関係法令の履行確保等 47億円 (33億円 )

(1)情報提供機能の強化 (新規) 3百万円

企業や労働者に役立つ制度や施策をアピールするため、人事・労務部門の担当者等

にメールマガジンを発行 し、各制度や施策が効果的に活用 されるよう取 り組む。

(2)労働関係法令の履行確保及び個別労働紛争の解決促進

20億円 (20億円 )

労働基準関係法令の履行確保のため、労働基準関係行政の強化を図る。また、増カロ

を続ける個別労働紛争 (個々の労働者と事業主との間における職場の トラブル)の円

滑かつ迅速な解決を促進するため、適切な窓ロサービスを実施するための体制の強化

(総合労働相談員 759名→809名 )や一層の業務効率化を図る。

(3)働く人たちのためのルールに関する教育の実施   22百 万円 (19百万円 )

増カロしている個別労働紛争の未然防止、早期解決を図るため、労働者等に対し、労

働契約法等の労働関係法令の教育、情報提供等を実施する。

(4)労働保険の適用促進及び適正徴収 17億円(12億円)

労働者のセーフティネッ トである労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平を期

するため、労働保険の未手続事業一掃対策を推進するとともに、口座振替制度の拡大

や労働保険料の適正徴収に取 り組む。特に、非正規労働者への雇用保険の適用範囲の

拡大 (6か月以上→31日 以上)について、事業主に対する周知等を通 じて、着実な実

施に取 り組む。
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(5)働きやすい職場環境の推進 (新規) 53百万円

職場におけるい じめ・嫌がらせに対する労使を含めた国民的な問題意識を共有する

ための気運の醸成を図る。                        ´

(6)改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行 (一部再掲・35ページ参照 )

9.2億円 (56百万円)

改正労働者派遣法案が成立した場合には、日雇派遣の原則禁止や均衡待遇、労働契

約申込みみなし制度等について、円滑かつ着実に施行するための周知 。指導を行う。

また、違法派遣の適正化を図るため、指導監督を徹底する。

※ 労働者災害補償保険法に基づく業務災害や通勤災害を受けた労働者への保険給付

等 として 9,034億円 (9,094億円)を計上。
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第9暮らしの安心確保

被保護者の自立支援に向けた生活保護制度の適正な実施、「住居」、「生活相談」などが一

体となつた貧困口困窮者への支援、住宅手当の支給や自殺口うつ病対策の推進等により暮らし

の安心を確保する。

参考)【平成22年度補正予算】

(1)貧困口困窮者の「絆」再生事業の実施 100億円
「職」 と「住まい」を失 うなど支援がなければホームレスとなるおそれのある方等

に対 して、NPO等民間支援団体 と協働 した総合相談や緊急一時宿泊施設の提供等によ

り、地域生活への復帰、路上化予防、再路上化防止を図る。

(2)生活福祉資金貸付の事業の実施に必要な体制整備 500億円

低所得世帯を対象 とした 「生活福祉資金貸付事業」において、貸金業法の改正によ

り消費者金融からの借入が制限された方等からの相談体制の整備や貸付原資の確保等

を行 う。

(3)「『住まい対策』の拡充」の延長

離職者への住宅手当の支給、就労支援員の配置などの 「住まい対策」について、既

存の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用 し、平成 22年度末までの事業実施期間を平

成 23年度末まで延長する。

1被保護者の自立支援に向けた生活保護制度の適正な実施

(1)被保護者の社会的な居場所づくりの支援
セーフティネット支援対策等事業費補助金(200億 円)の 内数

NPO、 企業、市民等 と行政 とが協働す る 「新 しい公共」により、社会か ら孤立 しがち

な生活保護受給者への様 々な社会経験の機会の提供や、貧困の連鎖 を防止す るために

生活保護世帯の子 どもへの学習支援 を行 うな ど、生活保護受給者の社会的 自立を支援

す る取組の推進 を図る。

(例 )・ 農作業やものづくりなどの就労体験を行 う事業を民間企業に委託

。公園の緑化や清掃活動などの社会参加事業を財団 。社会福祉法人に委託

・生活保護世帯の子どもに対 して学ぶ意欲や勉強を教える学習支援事業をllPO法人に委託

(2)生活保護に係る国庫負担 2リヒ5,676作雲円(2リヒ2,006作表Fl)

生活保護を必要 としている方について適切に保護を行 う。
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(3)自治体とハローワークの協定に基づく就労・生活支援 (「福祉から就労」支援事業)

(再掲・33ページ参照) 35億円(32億円)

生活保護等の福祉を担 う地方自治体と就労支援を担 うハローワークが協定 (支援の対象

者、支援手法、両者の役害J分担等)を締結 して、地方自治体とハローワークの担当者によ

り構成する支援チームが、対象となる生活保護受給者、住宅手当受給者、障害者等それぞ

れへの支援プランを策定し、個別求人開拓や担当者制による職業相談など、積極的な就労

支援を行 う。

2自殺口うつ病対策の推進 49億円(36億円)

(1)地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ(訪間による支援)体制の確立

【特別枠】(新規)(再掲・55ページ参照)

(2)認知行動療法の普及の推進 (再掲・57ページ参照)

7億円

98百万円

(3)地域での効果的な自殺対策の推進と民間団体の取組支援、普及啓発の推進

4億円 (4.3億 円 )

都道府県・指定都市に設置されている「地域自殺予防情報センター」において、専

門相談を実施するほか、地域の保健所と職域の産業医、産業保健師等との連携の強化

や、関係機関のネットワーク化等によるうつ病対策、依存症対策等の精神保健的な取

組を進めることにより自殺対策の向上を図る。また、自殺未遂者や自死遺族等へのケ

アに当たる人材を育成するための研修を行う。

さらに、先進的かつ効果的な自殺対策を行つている民間団体に支援を行うとともに、

自殺との関連が強いとされるうつ病等の精神疾患について、ホームページ等を通じ広

く国民各層への普及啓発 を行 う。

(4)自 殺予防に向けた相談体制の充実と人材育成 36億円(31億円)

うつ病の早期発見 。早期治療につなげるため、一般内科医、小児科医、ケースワー

カーなどの地域で活動する方への うつ病の基礎知識、診断、治療等に関する研修を行

い、地域における各種相談機関と精神保健医療体制の連携強化を図る。

また、メンタルヘルス不調の発生防止のため、職場におけるス トレス等の要因に対

して、働 く方や職場において適切な対応が実施 されるようにするとともに、事業所に

対する支援体制の整備を行 う。
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(5)自殺予防総合対策センターにおける情報提供・調査研究等の推進

独立行政法人日立精神・神経医療研究センター運営費交付金(45億 円)の 内数

総合的な自殺対策を実施するため、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

に設置されている 「自殺予防総合対策センター」において、自殺の実態を解明するた

めの調査を行 うとともに、国内外の情報収集・情報提供、関係団体等 との連絡調整を

行 う。また、医療現場でパー ソナ リティー障害に対応する医師や地域におけるメンタ

ルヘルスを担 う心理職等への専門的な研修をはじめ自殺予防のための研修を実施する。

(参考)【平成 22年度補正予算】
○ うつ病に対する医療等の支援体制の強化

地域におけるうつ病に対する医療等の支援体制の充実のため、地域自殺対策緊急強化 |

基金への積み増し等により、精神科医療に携わる医師、看護師、薬斉J師等に対する研修 |

や、かか りつけ医と精ネ申科医の連携体制を強化する等の取組を促進する。      |
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第10各種施策の推進

1 国際社会への貢献 163億円(216億円)

(1)国際機関を通じた国際協力の推進

①世界保健機関(WHO)等を通じた国際協力等の推進

(2)外国人労働者問題等への適切な対応

①新たな技能実習制度の適切な実施

G8/G20サ ミット等で合意 された母子保健対策の強化を含む国連 ミレニアム開

発 目標 (MDGs)の達成に向けた取組や、アジア地域やアフリカ地域における新型イン

フルエンザ・HIV等の感染症対策事業、保健システム強化事業、食品安全・医療安全

事業等を、世界保健機関等への拠出等を通 じて推進する。

②国際労働機関CLO)等を通じた国際協力等の推進 43億 円(1.8億円)

G20サ ミット首脳声明、APEC首脳会議宣言等において合意 された「社会セーフテ

ィネット」構築の支援のため、我が国の蓄積する経験・知見を活用 し、国際労働機

関 (ILO)の専門性、ASEANの ネッ トワーク等を活かした 「アジア社会セーフティネ

ッ ト構築支援プログラム (仮称 )」 構築を実施 し、社会セーフティネ ッ ト構築のため

のアジア・太平洋の域内協力体制の構築を、国際労働機関 (ILO)等への拠出を通 じ

て推進する。

18億円 (16億円)

13億円(14億 円)

30億円(36億円)

4.3億 円 (53億 円 )

監理団体及び実習実施機関に対する巡回指導の強化、技能実習生に対する母国語

相談の充実等により、適正で実効ある技能移転に向けて制度を実施する。また、労働

基準監督機関においても、技能実習生の労働条件の確保のための重点的な監督指導を

実施する。

②外国人労働者問題等への適切な対応 22億円(27億円)

増加する外国人労働者からの相談等に適切に対応するための体制を整備するとと

もに、外国人労働者の労働条件の確保等のため、的確な監督指導、関係機関との効

果的な連携等を推進する。

③開発途上国の職業訓練指導員の能力向上に向けた支援(新規) 33百万円

急速に工業化、グローバル化が進んでいる開発途上国における 「人づくり」に協

力するため、開発途上国の在職職業訓練指導員を我が国の指導員訓練施設等に受け

入れ、能力向上のための訓練を実施する。
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2経済連携協定の円滑な実施 7.9億円(8.7億円)

経済連携協定に基づき外国人看護師・介護福祉士候補者を円滑かつ適正に受け入れ

るため、看護・介護導入研修を行 うとともに受入施設への巡回指導や 日本語の継続学

習の支援及び介護分野の専門的な知識等を習得するための通信添削指導や集合研修を

実施する。

3社会保障の推進 3.4億円(1億 円)

(1)社会保障教育等の推進 (新規) 11百万円

「社会保障改革の推進について」 (平成 22年 12月 14日 閣議決定)を踏まえ、国民

の社会参加の保障 (ポ ジティブ・ウェルフェア)を柱とする社会保障改革を具体化す

るにあたり、社会保障に関する国民の理解を深めるため、パンフレットの作成、小中

高生への教育の試行等により社会保障教育を推進する。

(2)社会保障分野における情報連携基盤の整備 3.3億円(1億円)

「社会保障 。税に関わる番号制度Jの検討に資するとともに、社会保障分野におけ

る情報化・情報連携を一層推進する観′ほから、情報連携のための基盤に求められる技

術的要件の明確化・技術開発等や制度面の検討を行 う。

4科学技術の振興【一部特別枠】 1,435億円(1,487億円)

「第 4期科学技術基本計画」 (平成 22年度末に策定予定)の検討状況や 「新成長戦

略」 (平成 22年 6月 18日 閣議決定)を踏まえ、難病やがん等の疾患克服による健康寿

命の延伸等を目的に、「健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェク

ト」を進めるなど、「ライフ・イノベーション (医療・介護分野革新 )」 を推進するた

めの科学研究等を実施する。
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5戦傷病者 E戦没者遺族、中国残留邦人等の援護等

428億円(462億円)

(1)戦没者慰霊事業の推進【一部特別枠】 22億円 (14億円 )

「硫黄島からの遺骨帰還のための特命チーム」の検討に沿つて、 「平和を祈念する

ための硫黄島特別対策事業」を実施する他、旧ソ連地域などその他の地域においても

可能な限 り速やかに遺骨が御帰還できるような取組を行 う。

○平和を祈念するための硫黄島特別対策事業【特別枠】 11 6億円 (1 7億円 )

国内最多数の御遺骨が眠る硫黄島において、政府一体となって御遺骨の帰還や戦没

者の慰霊を推進する (平成 22年度補正予算にて約 1.9億円を措置。合計 13.6億円)。

|~~修著,~面萩万菊轟舌I拝算i~~~~~~~~一 ―一―一一――

| ○遺骨帰還事業の推進【一部特別枠】 6.4億 円
|

1  政府一体となって御遺骨の帰還や戦没者の慰霊を推進するために必要な整備を行 う。
|

(2)戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給 (支給事務費)  43百 万円

新たに戦傷病者等の妻となった者等に特別給付金 (交付国債)を支給する。

(3)中 国残留邦人等の援護等 117億円(116億 円)

中国残留邦人等への支援策を着実に実施する他、戦没者等援護関係資料について、

資料の公開と後世への伝承等を図るため、資料の電子化等国立公文書館への移管に向

けた取組を推進する。

6原爆被爆者の援護 1,478億円(1,550億円)

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策 として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養護

ホームの運営、調査研究事業など総合的な施策を引き続き推進するとともに、原子爆

弾小頭症患者や家族の方々への相談体制を整備する。
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(1)取締体制の強化等

巧妙化かつ広域化する麻薬・

るため、取締体制を強化する。

効率的な啓発活動を実施する。

(2)薬物等の依存症対策の推進

7ハンセン病対策の推進 393億円(407億円)

「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」等に基づき、ハンセン病療養所の入

所者に必要な療養の確保、退所者等への社会生活支援策、偏見 。差別の解消のための

普及啓発等の施策を着実に実施する。また、ハンセン病療養所における歴史的建造物

等の保存等に向けた取組を推進する。

8薬物乱用・依存症対策の推進 8.8億円(9.7億円)

7億円 (7.5億 円 )

覚せい斉J・ 大麻等の薬物事犯に迅速かつ的確に対応す

また、青少年等の薬物乱用防止のため、より効果的・

70百万円 (89百万円 )

地域における薬物・アルコール依存症対策を推進するため、都道府県等が 「依存症

対策推進計画」を策定 し、その計画に基づいた依存症対策事業を実施するとともに、

依存症者の社会復帰支援を強化するため、関係者の資質向上を図る。

9水道事業の適切な運営と国際展開の推進

284億円(471億円 )

(1)水道事業の適切な運営 284億円(471億 円)

水道施設の耐震化 と適切な更新を進める (基幹管路の耐震化率 30%:平成 21年度 )

とともに、水道水による健康 リスク低減のため、引き続き水道水質基準の検討、水質検

査体制の精度確保を図る。

なお、都道府県における水道施設整備については、平成 23年度か ら一括交付金によ

り対応する。

|(参考)【平成 22年度補正予算】

|○ 水道施設の耐震化の推進
|  ライフラインとして国民生活に密接に関わる水道の耐震化を図る。

18億円
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